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特　集
　
今
回
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
い
わ
ゆ

る
「
年
収
の
壁
」
に
つ
い
て
も
一
部
、

影
響
が
あ
り
ま
す
。

　
「
年
収
の
壁
」
と
は
主
に
、
①
所
得

税
（
税
負
担
）
に
関
わ
る
壁
、
②
社
会

保
険
の
適
用
に
関
わ
る
壁
に
大
別
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
２
つ
の
壁
に
つ

い
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

（
１
０
３
万
の
壁
）

　
給
与
所
得
者
に
適
用
さ
れ
る
給
与
所

得
控
除
（
55
万
円
）
と
、
誰
に
で
も
適

用
さ
れ
る
基
礎
控
除
（
48
万
円
）
を
合

計
す
る
と
、
所
得
税
が
発
生
し
な
い
年

収
の
上
限
が
１
０
３
万
円
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
１
０
３
万
円
の

壁
」
で
し
た
。

　
１
０
３
万
円
の
壁
は
、「
扶
養
控
除
」

の
適
用
に
関
わ
る
所
得
税
上
の
基
準
と

し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

で
働
く
配
偶
者
や
扶
養
者
が
年
収
１
０

３
万
円
を
超
え
る
と
、
所
得
税
の
課
税

対
象
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
扶
養
控
除

の
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
り
、
主

た
る
生
計
維
持
者
の
所
得
税
に
も
影
響

し
て
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
給
与
所
得
控
除

と
基
礎
控
除
が
改
正
さ
れ
、
１
６
０
万

円
ま
で
は
所
得
税
が
発
生
し
な
く
な
り
、

扶
養
控
除
に
つ
い
て
も
１
２
３
万
円
ま

で
基
準
が
引
き
上
が
り
ま
し
た
。

　
併
せ
て
、
配
偶
者
控
除
を
満
額
で
受

け
ら
れ
る
基
準
も
１
６
０
万
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
、
大
学
生
年
代
（
19
〜
22

歳
）
の
方
は
１
２
３
万
円
を
超
え
て
も
、

段
階
的
に
控
除
額
が
減
少
す
る
「
特
定

親
族
特
別
控
除
」
も
導
入
さ
れ
た
こ
と

で
、
実
質
的
に
１
０
３
万
円
の
壁
は
無

く
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
た
だ
し
、
会

社
等
が
独
自
に
設
け
て
い
る
「
配
偶
者

手
当
」
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
た
め
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
社
会
保
険
に
関
す
る
年
収
の
壁
に
は
、

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
働
く
方

が
、
年
収
１
０
６
万
円
以
上
と
な
る
こ

と
で
、
厚
生
年
金
・
健
康
保
険
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
る
（
要
件
有
り
）
「
１

０
６
万
円
の
壁
」
と
、
年
収
が
１
３
０

万
円
と
な
る
こ
と
で
、
配
偶
者
等
の
社

会
保
険
の
扶
養
か
ら
外
れ
、
自
身
で
国

民
年
金
・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
に
な
る
「
１
３
０
万
円
の
壁
」
が

存
在
し
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
社
会
保
険
に
関

わ
る
壁
に
は
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
で
、
厚
生
労
働
省
が
提
唱
す
る
「
年

収
の
壁
・
支
援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
の

施
策
に
よ
り
、
年
収
を
気
に
せ
ず
安
心

し
て
働
け
る
環
境
づ
く
り
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
を
活
用
す

る
こ
と
で
、
従
業
員
の
方
々
が
よ
り
働

き
や
す
く
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

（
１
０
６
万
円
の
壁
へ
の
対
応
）

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

「
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
」

　
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
で
働
く
方
の

厚
生
年
金
保
険
や
健
康
保
険
の
加
入
に

合
わ
せ
て
、
手
取
り
収
入
を
減
ら
さ
な

い
た
め
の
取
組
（
※
）
を
実
施
す
る
企

業
に
対
し
、
労
働
者
一
人
当
た
り
最
大

50
万
円
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

（
１
３
０
万
円
の
壁
へ
の
対
応
）

　
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
が
、
繁

忙
期
に
労
働
時
間
を
延
長
し
た
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
収
入
が
一
時
的
に
上
が
っ

て
も
、
事
業
者
（
会
社
な
ど
）
が
「
一

時
的
に
収
入
が
上
が
っ
た
」
こ
と
を
証

明
す
れ
ば
、
引
き
続
き
配
偶
者
の
扶
養

に
入
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
仕
組
み
で

す
。

年
収
の
壁
は
ど
う
な
っ
た
？

所
得
税
（
税
金
）
に
関
わ
る
壁

社
会
保
険
に
関
わ
る
壁

年
収
の
壁・支
援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ

発生する社会保険料 対象となる要件
（全ての要件を満たす）

106万円の壁 厚生年金保険
健康保険

・賃金が月額8.8万円以上
　(年収換算で約106万円以上)
・事業所の従業員数が51人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・学生ではない

130万円の壁 国民年金
国民健康保険

・年間収入が130万円以上
・事業所の従業員数が50人以下

・従業員数は、厚生年金保険の被保険者数で判断します。
・従業員数が50人以下の事業所においても、労使合意を行っている場合は
　対象となる可能性があります。

（首相官邸の資料より抜粋・一部改変）社会保険に関する壁

（首相官邸の資料より抜粋・一部改変）130万円の壁への対応イメージ

（厚生労働省　年収の壁・支援強化パッケージチラシより抜粋）106万円の壁への対応イメージ

（※）手取り収入を減らさないため
　　　の取組

・社会保険適用促進手当の支給
（社会保険料の算定対象外）

・賃上げによる基本給の増額
・所定労働時間の延長

→詳細な要件はP５のQRコードか
　らご確認ください。

（※） 保険料は、厚生年金、健康保険（協会けんぽ）等の保険料率で計算した場合の労働者本人の負担額。
なお、手取り収入は税金については考慮していない。

＜活用イメージ＞ 時給が上がり（年収 万→ 万円）厚生年金・健康保険に加入した場合

約 万円

保険料
約 万円

保険料
約 万円
手当
約 万円

手取り
約 万円約 万円

保険料相当額
の手当を支給

手取り
約 万円

【加入前】 【加入後】

手取り
約 万円

（時給 円）

約 万円

（時給 円）
手取り収入を
減らさない
取組をした
企業に助成

関連リンク集
　本記事は令和7年10月時点の内容をまとめています。具体的な改正点や制度等の利用については、
下記のQRコード等で最新の情報をご確認のうえ、対応くださいますようお願い致します。　　　
　　　　
国税庁
「令和７年度税制改正による
所得税の基礎控除の見直し
等について」　　　　　　

厚生労働省　
「年収の壁・支援強化パッケ
ージ」（１０６万円の壁・１３０
万円の壁の対応）　　　　

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
（例） 毎月10万円で働くパートの方が残業により一時的に収入増になった場合

2024.10

年収120万円見込

残業
事業主証明

2024.12 2025.10

扶養確認

年収140万円＋残業20万円

扶養確認

繁忙期に
労働時間を延長し
残業が発生

130万円以上でも
事業主の証明
により

引き続き認定


